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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成24年7月19日(2012.7.19)

【公開番号】特開2011-4985(P2011-4985A)
【公開日】平成23年1月13日(2011.1.13)
【年通号数】公開・登録公報2011-002
【出願番号】特願2009-151603(P2009-151603)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３０４Ｄ
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月5日(2012.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１始動条件の成立にもとづいて、各々を識別可能な複数種類の第１の識別情報の可変
表示を行う第１可変表示手段と、第２始動条件の成立にもとづいて、各々を識別可能な複
数種類の第２の識別情報の可変表示を行う第２可変表示手段とを備え、前記第１可変表示
手段または前記第２可変表示手段に表示結果を導出することで遊技の結果を確定し、遊技
の結果が特定遊技結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させる遊
技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　前記第１始動条件の成立にもとづいて、前記第１の識別情報の可変表示を行う権利を記
憶する第１保留記憶手段と、
　前記第２始動条件の成立にもとづいて、前記第２の識別情報の可変表示を行う権利を記
憶する第２保留記憶手段と、
　前記第１保留記憶手段及び前記第２保留記憶手段に記憶された権利数を各々特定可能な
保留表示態様にて表示する保留記憶表示手段と、
　前記第１保留記憶手段または前記第２保留記憶手段に記憶された権利により行われる前
記識別情報の可変表示について、前記遊技の結果を特定遊技結果とするか否かを決定する
事前決定手段と、
　所定の有利条件の成立にもとづいて、前記第２始動条件の成立頻度および／または前記
第２の識別情報の可変表示の実行頻度の高まる有利遊技状態に遊技状態を制御する有利遊
技状態制御手段と、
　少なくとも前記有利遊技状態において、前記第１保留記憶手段と前記第２保留記憶手段
の双方に前記権利が記憶されているときに、前記第１の識別情報の可変表示よりも前記第
２の識別情報の可変表示を優先して実行する可変表示制御手段と、
　を備え、
　前記事前決定手段は、前記特定遊技状態として、所定量の遊技価値を付与する第１特定
遊技状態、または前記第１特定遊技状態よりも多い量の遊技価値を付与する第２特定遊技
状態とするかを決定するとともに、前記第１始動条件の成立にもとづく場合には、前記第
２始動条件の成立にもとづく場合と比較して、高い割合で前記特定遊技状態として前記第



(2) JP 2011-4985 A5 2012.7.19

１特定遊技状態とすることに決定し、
　前記遊技機は、さらに、
　前記第１始動条件が成立したときに、前記第１保留記憶手段に記憶される権利により行
われる前記第１の識別情報の可変表示による遊技の結果が前記事前決定手段により前記特
定遊技結果となると決定されるか否かを判定する第１始動条件成立時判定手段と、
　前記第２始動条件が成立したときに、前記第２保留記憶手段に記憶される権利により行
われる前記第２の識別情報の可変表示による遊技の結果が前記事前決定手段により前記特
定遊技結果となると決定されるか否かを判定する第２始動条件成立時判定手段と、
　前記第１保留記憶手段または前記第２保留記憶手段に１の権利が記憶された後、該１の
権利により前記識別情報の可変表示による遊技の結果が前記特定遊技結果となる可能性を
予告する先読み予告を、前記第１始動条件成立時判定手段または前記第２始動条件成立時
判定手段の判定結果にもとづいて、該１の権利により行われる前記識別情報の可変表示が
開始されるまでに実行する演出制御手段と、
　前記有利遊技状態において、前記第１始動条件成立時判定手段による判定の実行を制限
する有利遊技状態中判定制限手段と、
　を備え、
　前記演出制御手段は、前記先読み予告として、前記保留記憶表示手段にて表示されてい
る保留表示態様を前記操作手段の連続操作に応じて特定の表示態様に変化させる、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の手段１に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記可変表示パターン決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステ
ップＳ２１４Ａ，Ｓ２１４Ｂを実行する部分）は、前記識別情報の可変表示パターン（変
動パターン）として、識別情報の変動表示中の表示状態が所定のリーチ状態となるリーチ
用可変表示パターンを決定可能であり、
　前記演出制御手段は、前記可変表示制御手段が前記リーチ可変表示パターンを用いて識
別情報の可変表示を実行する際に前記先読み予告を実行するときに、識別情報の可変表示
が開始されてからリーチ状態となるまでの期間に受け付けた前記操作手段の連続操作に応
じて前記保留表示態様を前記特定の表示態様に変化させる（演出制御用マイクロコンピュ
ータ１００は変動を開始してから１秒が経過した後、５秒間にわたり予告演出可能期間と
する部分、図３４参照）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、リーチ状態となる前に先読み予告が終了するので、リーチ演出と先
読み予告演出とが同時に行われて演出がわかりにくくなることが防止される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の手段２に記載の遊技機は、請求項１または手段１に記載の遊技機であって、
　前記先読み予告を実行することにもとづいて抽出された変化決定用乱数（ＳＲ８）と前
記操作手段の操作に応じて前記保留表示態様が変化する割合が異なる複数種類の変化パタ
ーン（第３予告のパターン１～３）に対して表示態様判定値が割り当てられたテーブルで
あって前記事前決定手段の決定結果に応じて割り当てる表示態様判定値が異なる表示態様
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判定値テーブル（第３予告演出演出のパターン決定テーブル１７５ａ、１７５ｂ）とを用
いて前記変化パターンを決定する変化パターン決定手段（演出制御用マイクロコンピュー
タ１００が行う予告演出処理のステップＳ５４３）を備え、
　前記演出制御手段は、前記変化パターン決定手段にて決定された変化パターンにもとづ
いて前記保留表示態様を前記特定の表示態様に変化させる、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、操作手段を操作したときの保留表示態様の変化状況に応じて、特定
表示結果が導出されることに対する遊技者の期待感が変わるので、遊技の興趣が向上する
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の手段３に記載の遊技機は、請求項１、手段１、手段２のいずれかに記載の遊技
機であって、
　前記操作手段（操作部５０）の操作に応じて前記保留表示態様を前記特定の表示態様に
変化させるか否かを決定する表示変化決定手段を備え、
　前記表示変化決定手段は、前記保留記憶手段に１の権利が記憶されたときから該１の権
利により行われる可変表示が開始されるまでの経過期間に応じて異なる割合で前記保留表
示態様を前記特定の表示態様に変化させることを決定し（演出制御用マイクロコンピュー
タ１００が行う予告演出処理のステップＳ５５３～５５６、図７２参照）、
　前記演出制御手段は、前記表示変化決定手段の決定結果にもとづいて前記保留表示態様
を変化させる、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、前記操作手段の操作に応じて保留表示態様が前記特定の表示態様に
変化しないことがあるため、遊技者の操作意欲を向上させることができるばかりか、経過
時間に応じて変化する確率が異なるため、保留表示態様の変化にメリハリを持たせること
ができる。
　尚、前記保留記憶手段に１の権利が記憶されたときから該１の権利により行われる可変
表示が開始されるまでの経過期間とは、前記保留記憶手段に１の権利が記憶されたときか
ら該１の権利により行われる可変表示が開始されるまでに識別情報が変動した回数や、前
記保留記憶手段に１の権利が記憶されたときから該１の権利により行われる可変表示が開
始されるまでの経過時間を含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の手段４に記載の遊技機は、請求項１、手段１～手段３のいずれかに記載の遊技
機であって、
　前記操作手段（操作部５０）の操作に応じて前記保留表示態様を前記特定の表示態様に
変化させるか否かを決定する表示変化決定手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００
が行う予告演出処理のステップＳ５６５、５７０、５７３）と、
　前記保留表示態様が前記特定の表示態様になるまでの変化段階（第１～３閾値）を判定
する変化段階判定手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００が行う予告演出処理のス
テップＳ５６１、５６２）と、
　を備え、
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　前記表示変化決定手段は、前記変化段階判定手段が判定した変化段階に応じて異なる割
合で、前記保留表示態様を前記特定の表示態様に変化させるか否かを決定し（演出制御用
マイクロコンピュータ１００が行う予告演出処理のステップＳ５６５、５７０、５７３）
、
　前記演出制御手段は、前記表示変化決定手段の決定結果にもとづいて前記保留表示態様
を前記特定の表示態様に変化させる、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、保留表示態様の変化状況が段階的に変わることで、遊技者は変化段
階の移行により保留表示態様が急激に変化することを期待して操作できるようになるばか
りか、変化段階と保留表示態様の変化状況とが対応するため、保留表示態様の変化状況を
遊技者が認識しやすい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の手段５に記載の遊技機は、請求項１、手段１～手段４のいずれかに記載の遊技
機であって、
　前記特定の表示態様（最終演出可能態様）及び前記保留表示態様が前記特定の表示態様
となるまでに要する前記操作手段の操作回数（２０回）が同一であって、変化の過程が異
なる複数の特殊変化パターン（第５予告演出のパターン１～６のうち、パターン２，３と
パターン４，５）を含む複数種類の変化パターンのうちから変化パターンを決定する変化
パターン決定手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００が行う予告演出処理のステッ
プＳ５４３）を備え、
　前記変化パターン決定手段は、前記事前決定手段の決定結果に応じて異なる割合でいず
れかの前記特殊変化パターンを決定し（演出制御用マイクロコンピュータ１００が行う予
告演出処理のステップＳ５４３、図７７参照）、
　前記演出制御手段は、前記特殊変化パターン決定手段にて決定された特殊変化パターン
にもとづいて前記保留表示態様を前記特定の表示態様に変化させる、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、特定の表示態様及び特定の表示態様となるまでに要する操作回数が
同じでも、変化の過程の違いにより特定表示結果が導出される期待度が変わるため、変化
パターンの種別を多様化することなく、特定表示結果が導出されることに対する期待感を
高めることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の手段６に記載の遊技機は、請求項１、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技
機であって、
　前記事前決定手段の決定結果にもとづいて、前記識別情報の可変表示パターン（変動パ
ターン）を決定する可変表示パターン決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０
におけるステップＳ２１４Ａ，Ｓ２１４Ｂを実行する部分）を備え、
　前記第１保留記憶手段と前記第２保留記憶手段は、権利を所定の上限数（例えば４）を
限度として記憶し、
　前記可変表示パターン決定手段は、
　　前記事前決定手段が前記特定遊技結果とすることを決定するときに決定しないときよ
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りも高い割合で特定の可変表示パターン（スーパーＣＡ２－７、ＣＡ３－４）を前記識別
情報の可変表示パターンとして決定するとともに（図９（ａ）（ｂ）、図１０（ａ）（ｂ
）参照）、
　　前記第１保留記憶手段または前記第２保留記憶手段に１の権利が記憶されるときに抽
出された可変表示決定用乱数（変動パターン種別判定用乱数（ランダム２））と複数種類
の可変表示パターンに対して判定値が割り当てられたテーブルであって前記可変表示を開
始させる際の前記第１保留記憶手段と前記第２保留記憶手段とが記憶する権利の数に応じ
て割り当てる判定値が異なる判定値テーブルとを用いて前記可変表示パターンを決定し（
遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ２１４Ａ，Ｓ２１４Ｂを実行
する部分）、
　前記判定値テーブルは、前記特定の可変表示パターンに対しては、前記第１保留記憶手
段と前記第２保留記憶手段とが記憶する権利の数にかかわらず、共通の判定値が割り当て
られ（例えば、図１０（ａ），（ｂ）および図７８に示すように、合算保留記憶数が０～
２であるか３以上であるかにかかわらず、スーパーリーチを伴う変動パターンを含む変動
パターン種別（スーパーＣＡ２－７、ＣＡ３－４）に対して２３０～２５１の範囲の判定
値が割り当てられている）、
　前記演出制御手段は、
　　前記１の権利により行われる可変表示による遊技結果が前記事前決定手段により前記
特定遊技結果となると決定されること、または前記１の権利が記憶されるときに抽出され
た可変表示決定用乱数が前記共通の判定値と一致することにもとづいて、前記先読み予告
を実行する（演出制御用マイクロコンピュータ１００がステップＳ１８４１，１８４２の
処理を実行する部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、特定の可変表示パターンに対しては、保留記憶手段が記憶する権利
の数にかかわらず、共通の判定値が割り当てられ、特定の可変表示パターン以外の可変表
示パターンに対しては、保留記憶手段が記憶する権利の数に応じて異なる判定値が割り当
てられているように構成されているので、特定の可変表示パターンとなることにもとづき
先読み予告を実行する場合に、保留記憶手段が記憶する権利の数によって不整合が生じな
いようにすることができる。また、保留記憶手段が記憶する権利の数に従って可変表示時
間を異ならせることによって、可変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止するこ
とができる。
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